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研究要旨 
 喫煙可能店から禁煙店に変更することで受動喫煙を生じないことを確認する方法とし

て、TVOC（総揮発性有機化合物）計を用いた機器測定、ニコチン、3-EP（3-エテニルピリ

ジン）の濃度測定により室内空気質の測定・評価ができることを、ホテルの客室測定事例の

分析から導出した。 
また当該事例の結果から、壁紙の貼り換え、カーペットの張り替え、エアコンのフィルター

交換、カーテンの洗浄、部屋のクリーニング、および什器の交換を行えば、喫煙室から禁煙

室へ変更が可能であることを、「喫煙可能店から禁煙店への変更を行おうとする事業者にと

って参考となる技術的留意事項」に盛り込むことを提案した。 

 
A．研究目的 
 2018 年 7 月、「望まない受動喫煙をなく

す」ことを目的とした改正健康増進法（以

下、「改正法」という。）が可決、公布された。

一般企業の事務所や飲食店などの第二種施

設については、2020 年 4 月 1 日の完全施行

時より、原則屋内禁煙となった。 
 改正法の国会審議において、参議院の附

帯決議として「喫煙可能店から禁煙店に変

更することで受動喫煙を生じないことを確

認できるよう、受動喫煙が生じない状況に

至る状況を条件ごとの調査研究」すること

が求められた。 
 国立がん研究センターでは、2018 年度お

よび 19 年度厚生労働省委託事業の一部と

して、ビジネスホテルの喫煙室を禁煙室に

改装する事例の紹介を受けて、改装前と改

装後の客室内の空気質測定を通じて測定・

評価手法の開発を実施してきた。 

 研究班として「喫煙可能店から禁煙店へ

の変更を行おうとする事業者にとって参考

となる技術的留意事項」を検討、取りまとめ

るにあたって、これらの結果について情報

共有をすすめ、技術的留意事項の取りまと

めを支援することを分担研究の目的とした。 
 
B．研究方法 
 「改正法では、ホテルの客室については、

「居住の用に供される場所」として、屋内原

則禁煙の適用対象とはされていない。しか

しながら、たばこに関する健康意識の高ま

りを受けて、禁煙室を希望する宿泊客が多

くなっていることを受け、客室内の改装を

契機として喫煙室を禁煙室に変更するケー

スが見られている。 
 そこで、改装前の室内と、改装後の室内の

室内空気質を測定し、改装前には喫煙室と

して利用されていた部屋、および改装前に



 
 

も禁煙室とされていた部屋との差異、さら

には、改装前後による差異を比較すること

により、測定・評価法の検討を行った。 
 この結果をもとに、「喫煙可能店から禁煙

店への変更を行おうとする事業者にとって

参考となる技術的留意事項」の構成案を検

討した。 
 
C．結果 
 改装前の喫煙室と禁煙室では、室内の

TVOC（総揮発性有機化合物; Total Volatile 
Organic Compounds）濃度、ニコチン濃度、

3-EP（3-エテニルピリジン；たばこ煙の主

なにおい成分の一つ）濃度に違いが見られ

た（図１、表１）。喫煙室の TVOC 濃度は、

約 200µg/㎥であったのに対して、禁煙室で

は約 70µg/㎥となっていた。また、ニコチン

および 3-EP については、禁煙室では検出

限界以下（0.05µg/㎥未満）であったのに対

して、喫煙室では検出され、いずれも濃度が

測定された。改装前の喫煙室のニコチン濃

度は、高いもので 0.3µg/㎥と、それによっ

て健康影響が懸念されるレベルではなかっ

たと考えられるものの、室内に入ると人が

たばこの「におい」を感じることができる濃

度範囲には含まれている。 
 部屋の改装後には、TVOC 濃度の差は小

さくなっていた上に、ニコチンや 3-EP は

いずれの部屋においても検出されなくなっ

ていた（図２、表２）。 
 
Ｄ．考察 
 当該改装において、ホテル事業者は客室

の壁紙の貼り換え、カーペットの貼り替え、

エアコンのフィルター交換、カーテンの洗

浄、部屋のクリーニング、および什器の交換

を行っていた。 
 改装前に元喫煙室／元禁煙室で空気中の

濃度測定結果に差異が見られた項目につい

ても、改装後には、測定項目全てにおいて大

きな差がみられなくなっていたことから、

これらの改装によって残留たばこ成分の曝

露を生じない状況に至ったと示唆される。 
 2020 年 4 月に完全施行された改正健康

増進法において、経過措置対象として喫煙

可能店とする選択が認められているのは、

既存の小規模飲食店に限定されている。小

規模飲食店であっても、新規開業する店は、

経過措置の対象とならない。昨今の新型コ

ロナウイルス禍は飲食店にも大きな影響を

及ぼしており、入れ替わりも大きくなって

いると見られている。 
 喫煙店を禁煙店に変更する場合の対策や

測定・評価方法を中心に、技術的留意事項を

取りまとめていくことになるが、変更の前

後における測定研究の結果を蓄積し、対策

の実施状況や、設備面・運用面の両面につい

て条件ごとに分析を進めることが求められ

る。これらの結果を反映させ、事業者にとっ

てより活用できる情報とすることが求めら

れている。 
 
Ｇ．研究発表 
１．論文発表（本研究に関連するもの） 
なし 

  
２．学会発表 
なし 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
 この研究において、知的財産権に該当す

るものはなかった。 



 
 

 
喫煙可能店から禁煙店への変更を行おうとする事業者にとって参考となる技術的留意事項 
構成（案） 
 
〇 改正健康増進法の概要 
  望まない受動喫煙を防ぐための措置を、図を用いて概要説明 
 
〇 屋内原則禁煙 
  第二種施設は、原則屋内禁煙 
  喫煙可能店は、既存小規模飲食提供事業者のみの経過措置の説明 
 
〇 喫煙可能店から禁煙店への変更する場合の対策 
 ・壁紙の貼り替え 
  壁紙にたばこのヤニが付着し、化学物質を放散するケースがある。壁紙の貼り替えに

よって化学物質の放散を減らすことができる 
 ・カーペットの貼り替え 
  壁紙と同様 
 ・店舗クリーニング 
  エアコンの吸い込み口付近、窓枠などに、たばこのヤニが付着しているケースがある 
 ・カーテンの洗浄や交換 
  カーテンにたばこのヤニが付着し、化学物質を放散するケースがある 
 ・什器のクリーニングや交換 
  ソファー、クッション、インテリアの布地にたばこのヤニが付着し、化学物質を放散

するケースがある 
 ・エアコンのフィルター交換や洗浄 
 
〇 室内空気の測定、評価方法 
 ・TVOC（総揮発性有機化合物; Total Volatile Organic Compounds）計を用いた機器測定 
 ・ニコチン等の濃度測定 
  図１、２、表１、２のような具体的事例を紹介 
 
〇 従業員等への影響評価 
 ・尿中のニコチン分解産物評価 

店舗内の禁煙が、従業員の健康につながる。従業員の尿中のニコチン分解産物を測定

すると、店舗禁煙によって従業員の暴露が減少している報告もある。禁煙店への転換

は、従業員のためでもある。



 
 

 

    

図１ 改装前の室内 TVOC 濃度   図２ 改装後の室内 TVOC 濃度

 
 
表１ 室内の物質濃度 

対象物質 採取場所 濃度（μg/m
3
） 

ニコチン 

禁煙室(922) <0.05 

禁煙室(923) <0.05 

喫煙室(721) 0.31 

喫煙室(722) 0.13 

3-EP 

禁煙室(922) <0.05 

禁煙室(923) <0.05 

喫煙室(721) 0.17 

喫煙室(722) 0.07 

 

 
 
表２ 室内の物質濃度 

対象物質 採取場所 濃度（μg/m
3
） 

ニコチン 

禁煙室(922) <0.05 

禁煙室(923) <0.05 

喫煙→禁煙室(721) <0.05 

喫煙→禁煙室(722) <0.05 

3-EP 

禁煙室(922) <0.05 

禁煙室(923) <0.05 

喫煙→禁煙室(721) <0.05 

喫煙→禁煙室(722) <0.05 
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